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○扶養手当の運用について

（令和７年３月２１日岡人委第３６５号通知）

（沿革）

令和 ８年 ３月２４日第３１７号 改正

岡山県職員給与条例（昭和２６年岡山県条例第１８号。以下「給与条例」

という。）及び扶養手当に関する規則（令和７年岡山県人事委員会規則第１

７号。以下「規則」という。）の運用について次のように定め、令和７年４

月１日から適用することとしたので通知します。

記

規則第４条関係

精神又は身体に重度の障害がある者で終身労務に服することができない程

度の者とは、社会通念上認められる程度をいい、結核、中風等により常時介

護を要する程度の者を含むものとし、職員の親族に限らない。

規則第６条関係

１ この条の第１項の「新たに給与条例第９条第１項の職員たる要件を具備

するに至った職員」には、例えば、次に掲げるような職員が該当する。

一 新たに職員になった者又は新たに給与条例第９条の規定の適用の対象

となった者で扶養親族（行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が

９級であるもの及び規則第２条に掲げる職員（以下この規則第６条関係

において「行政職９級職員等」という。）にあっては、扶養親族たる子

（給与条例第９条第３項に規定する扶養親族たる子をいう。以下この規

則第６条関係において同じ。）に限る。）があるもの

二 行政職９級職員等から行政職９級職員等以外の職員となった者で、扶

養親族たる父母等（給与条例第９条第１項に規定する扶養親族たる父母

等をいう。以下この規則第６条関係において同じ。）があり、かつ、扶

養親族たる子でこの条の第１項の規定による届出に係るものがない者

三 この条の第１項の規定による届出に係る扶養親族がない職員で新たに

扶養親族たる要件を具備するに至った者があるもの（行政職９級職員等

にあっては、扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある

ものを除く。）

２ 人事委員会が定める様式による扶養親族届出書は、別記様式のとおりと

する。

３ この条の第１項の「扶養の事実等に変更があった場合」には、次に掲げ
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るような場合も含まれる。

一 扶養親族たる子でこの条の第１項の規定による届出に係るもの及び扶

養親族たる父母等がある行政職９級職員等が行政職９級職員等以外の職

員となった場合

二 扶養手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備する

に至った者がある場合（行政職９級職員等に扶養親族たる父母等たる要

件を具備するに至った者がある場合を除く。）

三 扶養手当を受けている職員の扶養親族（行政職９級職員等にあっては、

扶養親族たる子に限る。）でこの条の第１項の規定による届出に係るも

のの全部又は一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

４ この条の第２項の「人事委員会が定める場合」は、次の各号のいずれか

に掲げる事実が生じた場合とする。

一 扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合又は給与

条例第９条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合

二 扶養親族たる子又は給与条例第９条第２項第２号若しくは第４号に該

当する扶養親族が、満２２歳に達した日（満２２歳の誕生日の前日をい

う。）以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠く

に至った場合

三 扶養親族たる父母等でこの条の第１項の規定による届出に係るものが

ある行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が８級であるもの及び

規則第５条に掲げる職員（以下この項において「行政職８級職員等」と

いう。）が行政職８級職員等及び行政職９級職員等以外の職員となった

場合

四 扶養親族たる父母等でこの条の第１項の規定による届出に係るものが

ある職員で行政職９級職員等以外のものが行政職９級職員等となった場

合

五 扶養親族たる父母等でこの条の第１項の規定による届出に係るものが

ある職員で行政職８級職員等及び行政職９級職員等以外のものが行政職

８級職員等となった場合

六 職員の扶養親族たる子でこの条の第１項の規定による届出に係るもの

のうち特定期間（満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳

に達する日以後の最初の３月３１日までの間をいう。以下この号におい

て同じ。）にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

七 規則第８条関係の規定の適用を受ける職員が引き続き給料表の適用を

受けることとなる場合（任命権者を異にして給料表の適用を受けること

となる場合を除く。）
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規則第７条関係

職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる

扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができ

る。

規則第８条関係

１ この条の第１項の「人事委員会が定める場合」は、扶養手当を受けてい

る職員で離職の日又はその翌日（当該翌日が県の休日（岡山県の休日を定

める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１条に規定する県の休日をいう。

以下この規則第８条関係において同じ。）に当たるときは、当該翌日後に

おいて当該翌日に最も近い県の休日でない日を含む。）に引き続き給料表

の適用を受けることとなる職員（当該適用の時点で、給与条例第９条第１

項の職員たる要件を具備している職員に限る。）が当該離職のみを理由と

して、給与条例第９条第１項の職員たる要件を欠くに至る場合とし、この

条の第１項の「人事委員会が定める日」は、当該職員が給料表の適用を受

けることとなった日とする。

２ 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が規則

第６条第１項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は、

この条の第１項ただし書（この条の第２項において準用する場合を含む。

次項において同じ。） の「１５日」の期間に含まれないものとする。

３ この条の第１項の「届出を受理した日」は、届出を受け付けた日をさ

すものとする。ただし、職員が遠隔又は交通不便の地にあって届出書類

の送達に時日を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送し

た日をもって「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。

規則第９条関係

１ 扶養手当は、職員の給与が給与条例第１４条、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年岡山県条例第３号。以下「育児休業条例」とい

う。）第２５条又は勤務時間条例第９条の２第３項（同条例第９条の３

第３項及び第９条の４第３項において準用する場合を含む。）の規定に

より減額される場合においても減額されないものとし、次に掲げる場合

に該当するときは、それらの期間を除き日割計算によって支給される。

一 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項第２号の

規定により休職にされた場合

二 地方公務員法第２９条の規定により停職を命ぜられた場合

三 地方公務員法第５５条の２第１項ただし書に規定する専従許可を受け

た場合

四 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第
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２条の規定により育児休業をしている場合

五 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和６３年岡山県条例第１０号）第２条第１項の規定により派遣され

る場合

六 大学院修学休業（教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６

条第１項に規定する大学院修学休業をいう。）をしている場合

七 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年岡山県条例

第９号）第２条第１項の規定により派遣される場合

八 地方公務員法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業をしてい

る場合

九 地方公務員法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業をしてい

る場合

２ 給与条例第１０条第２項の規定は、退職以外の離職の場合は、その日の

前日まで扶養手当を支給する趣旨である。


